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地方独立行政法人東京都立病院機構役員退職手当規程（案） 

 

（目的） 

第１条 この規程は、地方独立行政法人東京都立病院機構（以下「法人」という。）の役員 

（非常勤の役員を除く。以下同じ。）の退職手当について必要な事項を定めることを目的 

とする。 

 

（退職手当の支給） 

第２条 退職手当は、役員が退職し、又は解任された場合に、その者（死亡による退職の場 

合には、その遺族）に支給する。ただし、地方独立行政法人法（平成 15年法律第 118号） 

第 17条第２項（同項第一号を除く。）及び第３項の規定に該当し解任された場合には退 

職手当は支給しない。 

２ 退職手当は、役員が退職し、又は解任された日から起算して１月以内に支払う。ただし、

死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができな

い場合、その他次の各号に掲げる特別の事情がある場合は、この限りでない。 

(１) 死亡等による予期し得ない退職で、事前に退職手当の支給手続を行うことができな

かったため、退職手当の支給手続に相当な時間を要する場合 

(２) 債権差押命令等に伴う権利関係の確認又は手続に相当な時間を要する場合 

(３) その他退職手当の支給に必要な書類が整わない等、支給手続を進めることに支障が

ある場合る場合 

 

（遺族の範囲及び順位） 

第３条 前条第１項に定める遺族の範囲及び順位等については、地方独立行政法人東京都

立病院機構退職手当規程（以下「退職手当規程」という。）第４条及び第５条の規定を準

用する。 

 

（退職手当の支給額） 

第４条 退職し、又は解任された者に対して支給する退職手当の額は、当該職への就任後、

退職又は解任の日までに支給された年俸の総額を次条に定める役員として引き続いた在

職期間（当該期間に１月未満の端日数がある場合には、これをきりすてる。）の月数で除

した額に、その者の在職期間１年につき１００分の１００の割合を乗じて得た額の合計

額とする。ただし、異なる役職の役員に引き続いて在職した場合は、異なる役職ごとの在

職期間（以下「役職別期間」という。）の年俸の総額を役職別期間の月数で除した額に、

役職別期間１年につき１００分の１００の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とす

る。 
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２ 前項の規定により計算した金額が、その者の退職手当算定基礎額に１０を乗じて得た

額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該退職手当算定基礎額に１０を乗じて得

た額をもってその者に対して支給する退職手当の額とする。 

３ 前２項の規定による退職手当の額は、その者の業務実績に応じこれを増額し、又は減額

した額とすることができる。 

 

（勤続期間の計算） 

第５条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、役員として引き続いた在職期間

による。 

２ 前項の規定による在職期間の計算は、役員となった日の属する月から退職し、又は解任

された日の属する月までの月数による。 

３ 役職別期間がある場合において、役職別期間が同一の月で重複している場合は、端数の

少ない在職期間から１月を減じるものとし、端数が同じ場合は後の在職期間から１月を

減じるものとする。 

４ 役員が退職した場合において、その者が退職の日、又はその翌日に再び役員となったと

きは、前２項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。 

５ 前４項の規定により計算した在職期間に１年未満の端月数がある場合には、６月以上

の端月数はこれを１年とし、６月未満の端月数はこれを切り捨てる。 

 

（退職手当の支給制限等） 

第６条 懲戒解雇処分等を受けた役員に対する退職手当の支給制限及び支給の差止め等に

ついては、退職手当規程第２２条、第２３条及び第２４条の規定を準用する。 

 

（退職手当の返納等） 

第７条 退職手当の返納等については、退職手当規程第２５条、第２６条及び第２７条の規

定を準用する。 

 

（退職手当の特例） 

第８条 東京都の職員が、法人の要請に応じて、引き続いて法人の役員となるために退職し、

かつ、法人の役員として在職した後、引き続いて再び東京都の職員となった場合、その者

の法人の役員としての在職期間が東京都の退職手当の算定に係る在職期間に通算される

こととされたときは、この規程による退職手当は支給しない。 

２ 役員のうち、役員となった日以前に東京都の職員（職員の退職手当に関する条例（昭和

31年東京都条例第 65号）の適用を受ける者、東京都公営企業の管理者の給料等に関する

条例（昭和 45 年東京都条例第 73 号）の適用を受ける者及び東京都公営企業職員の給与

の種類及び基準に関する条例（昭和 28年東京都条例第 19 号）の適用を受ける者をいう。）
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として在職し、同条例の規定により退職手当の支給を受けている者は、この規程による退

職手当は、支給しない。 

３ 役員のうち、東京都の職員から法人の要請に応じて、引き続いて役員となるために東京

都を退職し、かつ、引き続いて役員として在職した者が、やむを得ない事由により退職し

た場合の退職手当の額については、この規程の規定にかかわらず、当該退職の日に東京都

の職員に復帰し、東京都の職員として退職した場合における算定方法を勘案して定める

ことができる。 

 

（口座振替による支払） 

第９条 退職手当は、その全額を通貨で支払うものとする。ただし、受給者から申出のある

場合は、口座振替の方法により支払うことができる。 

 

（施行に関し必要な事項） 

第１０条 この規程の実施に関し必要な事項については、職員の例に準じる。 

 

附 則 この規程は、令和 4年 7月 1日から施行する。 


